
保護者の皆様へ ～学習用情報端末の持ち帰りについて～ 

ご家庭での学習用情報端末利用上の注意事項（令和８年度） 

持ち帰る学習用情報端末は、学校の敷地内および校外学習、そして家庭での学習で

活用していただく情報機器です。（令和８年度から新しい端末になりました） 

「情報を的確に収集・判断し、分かりやすく表現する力」を習得し、「情報活用能

力・表現力」を身につけるためにも、お子様が以下の事項を守るようにご協力をお願

いします。 

 

１ 個人情報をインターネットに載せないようにしてください。 

 ★写真や画像から場所や個人が特定されてしまう場合もあります。 

 

２ お子様の市のアカウントは持ち帰った学習用情報端末でのみ使用してください。 

 ★他の端末で使用すると、IDやパスワードが外に漏れる可能性があります。 

 

３ 接続するWi-Fiは提供元のはっきりした、信頼できる Wi-Fi（自宅や図書館など）

にしてください。 

 ★端末の情報が盗み見られたり、抜き取られたりする可能性があります。 

 

４ 使用時間は７：００から２１：００までとしてください。 

 ★生活のリズムが崩れてしまい、心や体の健康に影響を与える可能性があります。 

 

５ カメラを使って、勝手に人を撮影しないようにしてください。 

 ★撮影する行為自体が問題となる可能性があります。 

 

６ 情報端末は犬山市から借りているものです。卒業するまで同じ端末を使用します。 

★家庭での使い方も含め、日頃から丁寧な取扱いをしてください。 

 

７ 一部のサイトの閲覧を規制していることを理解して利用してください。 

 ★お子様の安全のため、インターネットの使い方の約束をご家庭で話し合うきっか

けとしてください。 

 

■ トラブルがあった時や不適切な使用をした時などに、学習用情報端末の接続ログを

確認する場合があります。 

■ 友人等に貸し出すことは禁止されています。 

■ 視力低下や目の健康に影響を及ぼすおそれがありますので、長時間の使用や部屋の環

境、姿勢などに注意して使ってください。 

■ 破損・盗難防止に努めてください。破損や盗難にあった場合には、速やかに学校へ

報告してください。 

 

お問い合わせ：犬山市教育委員会（0568-44-0350） 


